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裁判の迅速化に係る検証に関する検討会（第３６回）開催結果概要

１ 日時

平成２２年７月２３日（金）午後３時から午後５時まで

２ 場所

最高裁判所大会議室

３ 出席者

（委員，敬称略・五十音順）

秋葉康弘，秋吉仁美，井堀利宏，酒巻匡，仙田満，髙口秀章，

高橋宏志〔座長〕，中尾正信，二島豊太，野間万友美，山本和彦

（事務総局）

菅野雅之審議官，氏本厚司総務局第一課長，本田能久総務局参事官，

朝倉佳秀民事局第一・三課長，河本雅也刑事局第一・三課長，

春名茂行政局第一・三課長，小田正二家庭局第一課長

４ 進行

（１）意見交換

ア 本日の進行について

（高橋座長）

○ 本日は，民事訴訟事件一般に共通する長期化要因に関する制度論及び運

用面の施策について，前回までの３回にわたるフリーディスカッションに

おける議論や実情調査の結果を踏まえて事務局が作成したたたき台に基づ

き，意見交換を行いたい。また，上告事件及び刑事事件の調査・分析状況

や，実情調査の結果についても，事務局から報告をうかがい，意見交換を

行いたい。

イ 民事訴訟事件一般に共通する長期化要因に関する制度論及び運用面の施策

について

(ｱ) 主に争点整理の長期化に関連する要因に関する施策について
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朝倉民事局第一課長から，たたき台の構成について，これ以外の部分も

同様であるが，各項目ごとに，第３回報告書で指摘された長期化要因，同

報告書公表後の検討会における委員の意見，各地での実情調査における裁

判官や弁護士の意見等を整理した上で，考えられる施策案を検討項目とし

て挙げていることが説明された。

その上で，同課長から，主に争点整理の長期化に関連する要因に関して

考えられる施策案が，①争点整理のステップを意識して進めていくための

施策，②訴え提起後の比較的早期の段階において証拠を収集する制度，③

口頭の議論を活性化させるための施策，④効率的・効果的な争点整理に有

効な書面作成の促進に関する施策，⑤提出期限遵守のための制裁の導入，

⑥受命裁判官を活用するための施策，⑦当事者のニーズや事件規模に応じ

た手続の創設，⑧本人訴訟のための施策，⑨ＡＤＲの活用の順に説明され

た。

具体的には，①については，争点整理を効率的・効果的に行うために，

ア証拠収集・主張提出段階，イ争点議論段階，ウ争点確定段階，の３つの

ステップを明確に意識して進めていくプラクティスを実現するような運用

ができないか検討を進めること，計画審理があまり利用されていない原因

を究明しつつ，何らかの対策をとることが可能かどうかも含めて検討をす

る必要があることがそれぞれ考えられる旨，説明された。

②については，文書提出命令の申立て，文書送付嘱託，調査嘱託等の証

拠収集方法について，十分な資料収集が早期にできないという実務上の問

題点を踏まえて，原則として，上記証拠収集・主張提出段階の期間内に申

し立てなければならないとする制度を導入することができないか検討を進

めることが考えられる旨，説明された。

③については，現在の実務で，争点整理期日において充分に口頭での議

論がされているかを分析し，活性化されていない場合にはその原因を究明
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し，必要があれば，上記争点議論段階において，弁論準備手続の中で集中

的に議論を行う期日を創設することも含め，検討を進めることが考えられ

る旨，説明された。

④については，上記争点議論段階や争点確定段階において，裁判所が，

争点整理に有効な時系列表，主張対比表，主張要約書面等の提出を当事者

に求めることができるようにするため，制度の創設の可能性も含めて検討

を進めること，準備書面の分量を制限したり一定の分量以上の準備書面に

はサマリーを記載することや，裁判所が必要と考える事項を準備書面に記

載することを求めることについて，準備書面の分量が多くならざるを得な

い実務上の問題点も踏まえながら，制度の創設の可能性も含めて検討を進

めることがそれぞれ考えられる旨，説明された。

⑤については，現行法の時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度に加え，

攻撃防御方法の早期の提出をより一層確保するため，迅速な手続進行に協

力しない当事者に対し，失権効の制度等の導入ないしは何らかの制裁型ス

キームの導入をすることができるかという点について検討を進めるが，慎

重意見も踏まえ，制度の導入に関する実務上の問題点に関する検討も必要

であることが考えられる旨，説明された。

⑥については，単独事件の充実・迅速化に資するため，裁判所が，弁論

準備手続及び和解手続を，受訴裁判所を構成する裁判官所属の裁判所の裁

判官に行わせる制度の実現可能性について検討を進めることが考えられる

旨，説明された。

⑦については，当事者のニーズや事件規模，事件類型等を検討した上で，

一定の事件について，審理期間を短くする手続（ファスト・トラック）を

創設することについて検討を進めることが考えられる旨，説明された。

⑧については，弁護士強制主義について，裁判を受ける権利との関係や，

我が国の法文化に馴染むかという問題意識も踏まえつつ，制度の実現可能
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性などについて引き続き検討することが考えられる旨，説明された。

⑨については，ＡＤＲ機関の手続において作成された主張整理結果や証

拠等を訴訟で活用できるような制度について，有用性が高いことを認識し

つつ，ＡＤＲ機関の手続において当事者が積極的な資料開示を躊躇するの

ではないかといった問題意識があることも踏まえて検討を進めることが考

えられる旨，説明された。

（中尾委員）

○ 制度論の検討を進めるに当たっては，これまでの運用上の努力と実践

によって，ほとんどの事件が２年以内に終局し，裁判の適正・充実・迅

速化が相当程度進んでいることを念頭に置く必要があり，制度改正を行

うためには，これまでの運用上の努力と実践によっても対応できないと

いう立法事実が求められるのではないか。

また，たたき台で取り上げられた争点整理の長期化に関する課題の多

くは，必ずしも制度改正が図られなくても，司法の人的・物的態勢の充

実が実現すれば解決されるのではないか。

○ たたき台では，争点整理のステップを意識して進めていくための施策

案として，①につき，ア証拠収集・主張提出段階，イ争点議論段階，ウ

争点確定段階の３つのステップを明確に意識して進めていくプラクティ

スを実現するような運用ができないか検討を進めるとされているところ，

このような３つのステップを意識して争点整理の運用を進めることにつ

いては異論はないが，このようなステップを骨組みとした制度を固めて

しまうと手続が硬直化しかねない。

○ また，たたき台では，②につき，文書提出命令の申立て等の証拠収集

方法を上記証拠収集・主張提出段階の期間内に申し立てなければならな

いとする制度の導入について検討を進めるとされているところ，このよ

うな運用を心がける点については異論がないが，制度として導入するこ
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とについては，その必要性を慎重に検討する必要がある。

○ さらに，たたき台では，③につき，上記争点議論段階において，弁論

準備手続の中で集中的に議論を行う期日を創設することも含め検討を進

めるとされているところ，このような施策は，複雑な専門訴訟等では必

要だと思われるが，それ以外の一般的な事件まで広く対象に含める必要

はないのではないか。

○ 加えて，たたき台では，④につき，裁判所が当事者に争点整理に有効

な時系列表等の提出を求めることや，準備書面の分量を制限したり一定

の分量以上の準備書面にはサマリーを記載することを求めること等につ

いて，制度の創設の可能性も含めて検討を進めるとされているが，これ

らはいずれも運用上の努力によって対応可能であり，制度化するまでの

必要はないのではないか。

（秋吉委員）

○ たたき台では，①につき，計画審理があまり利用されていない原因を

究明しつつ，何らかの対策をとることが可能かどうかも含めて検討をす

るとされているが，実務的には，計画審理が有効と考えられる類型の事

件とそうでない類型の事件とがあるので，原因究明等を行う対象事件を

明確にし，計画審理が有効と考えられる類型の事件についてはもっと前

向きな検討を行うべきではないか。

（山本委員）

○ たたき台の内容に大きな異論はない。なお，たたき台の⑥で取り上げ

られた単独事件における受命裁判官制度については，単独事件の充実・

迅速化のために，一定の要件等の下に，わざわざ合議に付することなく，

従前の準備手続裁判官のように，端的に，単独事件において，受命裁判

官が争点整理や和解の試みを行うことを可能にする制度がイメージされ

ているということであり，旧民訴法における準備手続裁判官の例もある



－6－

ので，この制度の趣旨については異論がない。もっとも，「受命裁判

官」という用語は，受訴裁判所の構成員である裁判官を指すものである

から，誤解を与えないような用語を工夫する必要はある。

○ たたき台では，②につき，文書提出命令の申立て等の証拠収集方法は

原則として上記証拠収集・主張提出段階の期間内に申し立てなければな

らないとする制度が取り上げられており，さらに，主に証拠収集に関連

する要因に対する施策において，争点整理を促進するため当事者が証拠

を早期かつ自主的に開示する制度（ディスクロージャー）も取り上げら

れているが，後者の制度は，当事者が互いに証拠を収集し合うための前

提となる制度なのであるから，両制度は同一項目として取り上げるのが

適当ではないか。

○ たたき台では，⑤につき，時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度に

加え，失権効の制度ないしは何らかの制裁型スキームを導入することが

できるかという点について検討を進めるとされているが，この点の検討

を進める前提として，時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度の利用が

進まない理由を十分検討しておく必要がある。

（酒巻委員）

○ 「失権効の制度」とは，具体的にどのような制度をイメージしている

のか。

（山本委員）

○ 一般的には，弁論準備手続等の一定の手続を経たことによって，故意

・重過失を問うことなく，特段の事情のない限り新たな攻撃防御方法が

提出できなくなる制度をイメージしている。

なお，旧民訴法における失権効の制度を現行民訴法において廃止した

点には批判もあり，現在でも，このような失権効の制度等の制裁型スキ

ームが必要であるとの意見がある。
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（菅野審議官）

○ 山本委員が，失権効の制度等の導入について検討を進める前提として，

時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度の利用が進まない理由を十分検

討しておく必要があると指摘された点はもっともであり，①の計画審理

に関する施策案の場合と同様に，同制度の利用が進まない原因を究明す

ることの必要性についても施策案に盛り込むことを検討したい。

なお，時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度は，裁判所が，実体的

真実に配慮して，その利用を控える場合が多く，特に控訴審ではその傾

向が強いのではないかとの指摘もあるが，このような実情も踏まえた上

で，なお当事者の手続的公平性に対するニーズが高いという事情が肯定

できるのであれば，このようなニーズに応じた制度を検討することも考

えられてよいのではないか。なお，たたき台では，失権効の制度につい

て様々な指摘がされていることを踏まえ，失権効の制度の導入だけでは

なく，時機に後れた攻撃防御方法の却下の制度の改善等，他の方策をと

る可能性も考えられるという趣旨で，「失権効の制度等の導入ないしは

何らかの制裁型スキームの導入をすることができるかという点について，

検討を進める」という表現ぶりをしている。

（中尾委員）

○ たたき台では，⑥につき，裁判所が，弁論準備手続及び和解手続を，

受訴裁判所を構成する裁判官所属の裁判所の裁判官に行わせる制度の実

現可能性について検討を進めるとされているが，この制度は，権限が不

十分なため余り利用されなかった旧民訴法における準備手続裁判官を復

活させることになる上，二人合議制に近い制度となって，関与する２人

の裁判官が主従の関係に立つことになるという問題は生じないのか。制

度の趣旨自体は理解できるが，これらの点を考慮すると，合議事件にお

いて受命裁判官を活用する方が，納得を得られやすいのではないか。
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（菅野審議官）

○ 単独事件における受命裁判官制度は，準備手続裁判官を復活させる趣

旨で取り上げたものではなく，ましてや二人合議制を導入する趣旨でも

ないものと理解している。なお，本来単独事件として審理すべき事件の

中にも，担当裁判官以外の裁判官も加わることによって，審理のより一

層の適正・充実・迅速化を図ることが可能となるものもあり，このよう

な場合に，受命裁判官を活用するためにわざわざ合議に付するよりは，

端的にこの制度を利用することが考えられるのではないか。また，実情

調査等においては，左陪席の研さんのためか，本来合議に付するのに適

さないような単純な事件が合議事件とされている例があるとの指摘もさ

れており，単独事件における受命裁判官制度が導入されれば，このよう

な事件は受命裁判官の力を借りながら単独事件のまま解決し，合議体の

エネルギーを合議にふさわしい複雑，困難事件に集中させ，合議の強化

につなげることが可能となるという意味合いもあると考えている。

（二島委員）

○ 中尾委員が指摘されたとおり，制度論の施策を検討する際には，その

前提となる立法事実を踏まえて検討する必要があるし，裁判所の人的・

物的態勢を充実させれば，たたき台で取り上げられている課題の多くは

解決するのではないか。例えば，③について，弁論準備手続の中で集中

的に議論を行う期日を創設することも含め検討を進めることとされてい

るが，これについては，現状でも運用で実現しているケースもあるので，

わざわざ制度上の改善までは必要ないとも考えられるし，逆に，裁判官

が繁忙な状況では，制度が設けられても実行に移すことができないので

はないか。

（菅野審議官）

○ 第４回報告書において，制度論に関する施策は，本検討会において議
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論された施策について，このような施策を検討することが考えられると

いう趣旨で幅広く紹介することを想定しており，司法権を担う最高裁判

所が，立法事実の検討を踏まえた上で立法提言を行うようなことは想定

していない。また，制度と運用とは車の両輪であり，現行民訴法におい

ても，実務における運用面でのプラクティスの積み重ねが制度化された

ものが少なくない。他方，民事訴訟規則で明文化された進行協議期日の

ように，特段の法的効果と直結するものではなく，このような制度がな

くても運用上行うことが可能であったものについても，制度化されたこ

とによって，運用が活性化されたと考えられる例もある。このような観

点から，たたき台では，多くの項目について，制度論と運用面の施策の

双方をバランスよく取り上げるようにしたつもりである。

（中尾委員）

○ たたき台では，⑦につき，当事者のニーズや事件規模・事件類型等を

検討した上で，一定の事件について，審理期間を短くする手続（ファス

ト・トラック）を創設することについて検討を進めるとした上で，その

参考という位置付けで手続のイメージが例示されており，その中で，一

定の期間を超えて提出した攻撃防御方法を却下するスキームが示されて

いるが，⑤の失権効の制度と同様に，制度として導入するのは適当でな

い。参考とはいえ，手続のイメージとしてこのようなスキームを施策案

に盛り込むと，手続の中身について柔軟に検討を進めることが困難にな

るのではないか。

（菅野審議官）

○ 御指摘の点は，ファスト・トラックのような，ある意味全くの新設手

続については，手続のイメージを多少なりとも記載しないと，施策案の

中味があまりに抽象的になりすぎるが，他方，中尾委員の指摘のとおり，

この段階で施策の内容の一部として盛り込むことも適当でないので，あ
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くまでも参考という位置付けで記載したものである。第４回報告書にお

いては，御指摘を踏まえて，参考として記載した手続イメージについて

は消極的な意見もあるということを意識した上で，体裁としても，例え

ば，たたき台の参考の記載を脚注に落として施策案の記載と切り離す等

の工夫をしてみたい。

(ｲ) 主に証拠収集に関連する要因に関する施策について

朝倉民事局第一課長から，主に証拠収集に関連する要因に関して考えら

れる施策案が，①提訴前の証拠収集処分，②文書送付嘱託の実効化に関す

る施策，③証拠収集に関するその他の施策の順に説明された。

具体的には，①については，提訴前の証拠収集処分があまり利用されて

いない原因を究明し，必要があれば制度の見直しを行うことが挙げられる

が，施策検討の相当性に消極的な意見もあるので，慎重に検討を進める必

要があることが考えられる旨，説明された。

②については，個人情報保護法などの守秘義務規定の在り方を踏まえつ

つ，文書送付嘱託の実効性を確保するため，文書送付嘱託の応諾義務を民

事訴訟法などの関係法令において明文化することの相当性も含め，検討を

進めることが考えられる旨，説明された。

③については，当事者照会制度があまり利用されていない原因を究明し，

必要があれば改善策を考えることも含めて検討を進めること，文書提出命

令については，文書所持者の負担なども考慮した上で，文書提出義務の更

なる拡大や文書の特定の緩和等を行うことが可能かどうかについて検討を

進めること，証拠開示制度（ディスクロージャー）や証言録取制度（デポ

ジション）など新たな証拠収集制度の導入については，我が国の法文化や

法体系に馴染むかという点のほか，証言録取の対象となる者の負担などと

いった課題があるので，制度導入の可否も含めて検討を進めること，裁判

所侮辱罪の導入については，我が国の法文化や法体系に馴染むかという課
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題があるので，これらの点を検討した上で制度導入の可否も含めて検討を

進めることがそれぞれ考えられる旨，説明された。

（秋吉委員）

○ たたき台では，③につき，裁判所侮辱罪の導入が，先ほど説明された

ような相当慎重な言い回しで取り上げられているが，近時，モンスター

ペアレントやモンスターペイシェントが社会問題となっているように，

実務的には，裁判官の訴訟指揮に全く従おうとしない当事者，文書提出

命令を発しても全く応じようとしない当事者，裁判所が制止しても，裁

判所や相手方への侮辱的な発言を一向に止めようとしない当事者が存在

しており，裁判所がこれらの者への対応に苦慮するケースもある。した

がって，もしこのような制度があれば，迅速・適正・充実な審理を実現

する上でありがたい場面もあり得るので，もう少しだけ積極的に検討す

る姿勢を示してもよいのではないか。

（酒巻委員）

○ 民事手続において裁判所侮辱罪を導入する場合には，刑事手続におい

ても同様の手当をしなければならない可能性が高い点について，十分留

意する必要がある。

(ｳ) 専門的知見を要する事案に関連する要因に関する施策について

朝倉民事局第一課長から，専門的知見を要する事案に関連する要因に関

して考えられる施策案が，①専門委員を活用しやすくするための方策，②

専門的知見の獲得に資する仕組み，③弁護士の専門化推進，④鑑定人のス

テータス向上等，⑤専門的知見を要する事案におけるＡＤＲの活用の順に

説明された。

具体的には，①については，専門的知見が必要となる事件について，専

門委員の利用方法を多様化し，専門委員を活用しやすくするため，専門委

員の機動的な任命・選任の可否，専門委員による意見陳述の実現可能性な
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どについて検討を進めることが考えられる旨，説明された。

②については，専門訴訟に必要な知見やノウハウ等の研究，蓄積につい

て，必要な情報の収集・蓄積の方法，研究機関や専門家団体などとの連携

の在り方，大規模庁の専門部の在り方などの点も念頭において，検討を進

めること，我が国の法制度の下で，国民や当事者の理解が得られるかどう

かなどといった問題点も念頭に置きつつ，例えば，アメリカのロークラー

クを参考とした仕組みを裁判所内に設けることや，調査官制度を活用する

ため調査官が扱う対象事案を拡張することの可否も含めて，裁判官による

機動的な調査を補助する仕組みについて検討を進めることがそれぞれ考え

られる旨，説明された。

③については，弁護士が専門訴訟に対するスキルを獲得するための機会

の確保について，弁護士会が専門家団体等との連携を図りながら，弁護士

への研修等を充実させることにつき検討を進めること，弁護士が専門的な

スキルを有していることを一定の資格とする制度について，実現に向けた

実務上の問題点も踏まえつつ検討を進めることがそれぞれ考えられる旨，

説明された。

④については，鑑定人となることにインセンティブを与えるため，例え

ば，鑑定書を学術的成果として専門家としての評価の対象とする仕組みを

導入することなどについて検討を進めること，鑑定嘱託が利用されていな

い原因を分析するなどして，研究機関による鑑定を積極的に活用すること

ができるような環境整備ができないか更に検討を進めることがそれぞれ考

えられる旨，説明された。

⑤については，上記(ｱ)の⑨と同様に，ＡＤＲ機関の手続において作成さ

れた主張整理結果や証拠等を訴訟で活用できるような制度について，ＡＤ

Ｒ機関の手続の性質も踏まえ検討を進めることが考えられる旨，説明され

た。
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（仙田委員）

○ 専門的知見を要する事案に関連する要因に関する施策のたたき台は，

全体的によくまとまっている。

○ もっとも，たたき台では，④につき，鑑定書を学術的成果として専門

家としての評価の対象とする仕組みを導入することなどについて検討を

進めることが取り上げられているが，この施策案については，それぞれ

の鑑定人が属する学術団体に負うところが大きい。

○ また，裁判所による専門的知見の取得を容易にするため，各地域の地

裁レベルでも裁判所と建築・医事等の専門家団体との連携を強化するこ

とが重要ではないか。

（山本委員）

○ たたき台の⑤で取り上げられている，ＡＤＲ機関の手続において作成

された主張整理結果や証拠等を訴訟で活用できるような制度については

異論がないが，これに加えて，ＡＤＲ自体の活用も必要である。ＡＤＲ

の活用が進めば，その分，裁判所に持ち込まれる事件はＡＤＲでの解決

が困難な複雑事件ばかりとなり，訴訟の審理期間は長期化するかもしれ

ないが，例えば，医事関係事件がＡＤＲによって積極的に解決されるよ

うになれば，その分，医事関係訴訟として裁判所に持ち込まれる事件数

は確実に減少することになる。

（菅野審議官）

○ 裁判所の人的・物的態勢が今後無尽蔵に整備されればともかく，そう

でなければ，裁判所とＡＤＲとの適切な役割分担についても検討を進め

る必要があるし，山本委員の御指摘のとおり，ＡＤＲによる解決が促進

されれば，その分，裁判所のエネルギーを複雑困難な事件に振り向ける

ことが可能となり，その結果，裁判の適正・充実・迅速化につながると

考えられる。したがって，ＡＤＲ自体の活用についても，ただ今の御意
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見を踏まえて検討してみたい。

（秋吉委員）

○ 専門委員を活用しやすくする方策として，たたき台の①で取り上げら

れているとおり，専門委員の機動的な任命・選任の可否について検討を

進めることは有益である。

○ また，現状の制度では，専門委員に対し，その貢献に報いるために，

負担の重さに見合った十分な報酬を支払うことは困難であるが，各専門

分野の学会において，専門委員としての実績を専門家の評価として重く

みるような仕組みができれば，専門委員の貢献が報われ，裁判所として

も，専門委員をより一層活用しやすくなると思う。また，専門委員の貢

献により当該専門分野の訴訟が適正に解決されることは，各専門分野の

業界にとっても有益だと思われるので，その意味でも，専門委員の貢献

が報われる何らかの仕組みを設けることを検討できないだろうか。

（仙田委員）

○ 御指摘の点について，建築の分野の実情を申し上げると，建築関係の

専門委員は，現役を引退した建築士が，社会貢献の一環して務めている

のが一般的であり，現状でも，積極的に裁判に協力できているのではな

いかと思われるが，専門委員としての実績が報いられるための方策の検

討をより一層進めることは，今後の課題であり，重要なことだと考えて

いる。

(ｴ) 争点又は当事者多数の事案及び先端的で複雑困難な問題を含む事案に関

する要因に対する施策について

朝倉民事局第一課長から，争点又は当事者多数の事案及び先端的で複雑

困難な問題を含む事案に関する要因に関して考えられる施策案が，①合議

体による審理，②裁判所による照会に関する施策の順に説明された。

具体的には，①については，上記のような事案について，裁判所におけ
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る人的基盤の整備を図りつつ，事件を合議体で積極的に審理するなど，合

議体による審理をこれまで以上に活用することについて検討を進めること

が説明された。

②については，調査嘱託などや諸外国の制度も参考にしつつ，裁判所が

必要と考える際に，行政庁，研究機関，専門家団体等に対し，意見・情報

の照会を行うことができるような制度を創設することが可能かどうかにつ

いて検討を進めることが説明された。

(ｵ) 訴訟手続以外の分野に関する施策等について

朝倉民事局第一課長から，訴訟手続以外の分野に関して考えられる施策

案が説明された。

具体的には，法教育の浸透や国民への啓発活動の推進などの点について

検討を進めることが考えられる旨，説明された。

ウ 上告事件の審理状況の調査・分析について

最高裁判所の訴訟事件の審理の状況について，以下のとおり，事務局から，

各事件の概況が説明された。

まず，朝倉民事局第一課長から，民事事件の概況について，平成２１年の

新受件数は，上告事件が１９２７件，上告受理事件が２３０７件であり，い

ずれの事件も，平成１７年をピークとしていったん減少に転じたが，平成２

０年以降再び増加傾向にあること，平成２１年の平均審理期間は，上告事件

が２．８月，上告受理事件が３．１月であり，上告事件は平成１２年以降，

上告受理事件は平成１６年以降，おおむね短縮化傾向にあること，平成２１

年の審理期間別の事件割合は，上告事件及び上告受理事件のいずれも，６月

以内の事件が全体の９割程度であること，これらの統計データに加えて，第

３２回検討会における議論に基づき，第一審受理から上告審終局までの期間

についても特に調査し，その結果，平成２１年の同期間の平均は，３３月な

いし３４月程度であり，そのうち上告審における期間は，おおむね１割程度
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であることなどが説明された。

また，春名行政局第一課長から，行政事件の概況について，平成２１年の

新受件数は，上告事件が３６９件，上告受理事件が４８５件であり，いずれ

の事件も，年によって多少のばらつきはあるものの，平成１４年以降おおむ

ね増加傾向にあること，平成２１年の平均審理期間は，上告事件が６．１月，

上告受理事件が６．４月であり，いずれの事件も，前年よりやや長期化した

が，平成１６年以降おおむね短縮化傾向にあること，平成２１年の審理期間

別の事件割合は，上告事件及び上告受理事件のいずれも，６月以内の事件が

全体の３分の２程度であること，平成２１年の第一審受理から上告審終局ま

での平均期間は，３８月前後であり，そのうち上告審における期間は，おお

むね１割５分程度であることなどが説明された。

さらに，河本刑事局第一課長から，刑事事件の概況について，平成２１年

の新受人員は，２２２７人であり，平成１６年をピークとして減少傾向にあ

ること，平成２１年の平均審理期間は，３．６月であり，前年よりやや長期

化したが，平成１６年以降おおむね短縮化傾向にあること，平成２１年の審

理期間別の事件割合は，６月以内の事件が９割強であること，平成２１年の

起訴から上告審終局までの平均期間は，１６月程度であり，そのうち上告審

における期間は，おおむね２割程度であることなどが説明された。

（山本委員）

○ 事務局から説明された上告審の審理期間は，上告審の記録受理から終局

までの期間をみたものということであるが，当事者の立場からすると，更

に，上告状を提出してから上告審終局までの期間にも関心があると思われ

る。この点の統計はないのか。

（菅野審議官）

○ 御指摘の点については，統計上，データを示すことが難しいので，一般

的なイメージだけでも紹介できないか，検討してみたい。
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（二島委員）

○ 民事事件において，上告ないし上告受理の申立てから上告審の記録受理

までに要する期間は，上告受理制度が導入されたことで相当改善されてお

り，現在では，約２か月程度のようである。

（高橋座長）

○ 刑事事件では，起訴から上告審の終局までに要する期間が１年以内の事

件が６割程度を占めており，特殊な事件以外は，かなり迅速化が進んでい

る印象を受ける。

（二島委員）

○ 刑事事件において，上告審の記録受理から終局までの審理期間が２年超

の事件はどの程度あるのか。

（河本刑事局第一課長）

○ 平成２１年の終局人員の約２％程度である。

（菅野審議官）

○ 刑事事件において審理期間が２年を超えるような事件には，社会の耳目

を集めた特殊重大事件が含まれていると考えられ，平成２１年の審理期間

が従前より長期化したのも，このような事件が例年より多く終局したこと

が影響しているようであり，一過性のものである可能性が高いと思われる。

（酒巻委員）

○ 御指摘のとおりであり，特に刑事事件においては，一部の特殊重大事件

によって統計データが大きな影響を受ける点に十分留意すべきである。

エ 刑事事件の運用状況の調査・分析について

河本刑事局第一課長から，刑事事件の運用状況ついて，裁判員裁判対象罪

名事件の新受人員数，裁判員裁判における公判前整理手続の期間及び期日回

数，裁判員裁判の審理期間及び開廷回数，地裁通常第一審事件の平均審理期

間等の統計データに基づき，報告がされた。
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（二島委員）

○ 第４回検証では，刑事事件について，どのような方針で調査・分析を行

う予定なのか。

（菅野審議官）

○ 刑事事件については，第３２回検討会で事務局から御説明したとおり，

裁判員法施行下の刑事事件の運用状況について，統計データを中心とした

調査・分析を行いたいと考えている。刑事事件については，裁判員制度の

導入という施策が始まったばかりなので，当面はその運用状況をみる必要

があり，民事事件等で行っているような長期化要因の分析や施策の検討を

行うことは考えていない。

（二島委員）

○ そのような事務局の方針で特に異論はない。

（高橋座長）

○ 事務局が説明したとおり，刑事事件については，粛々と客観的なデータ

を説明していくという方針で差し支えないと思われる。

オ 実情調査の結果について

本田総務局参事官から，実情調査の結果について報告がされた。

（中尾委員）

○ 実情調査では，調査を実施した各裁判所において，裁判官や書記官から

現在の繁忙状況等について，率直な実情が述べられ，大いに参考になった。

また，弁護士からも，各弁護士会が会を挙げて準備を行ったこともあって，

率直な意見をうかがうことができたし，さらに，法テラスでの調査も含め

て，大変有意義であった。

（高橋座長）

○ 実際に各地の裁判所等で現場の裁判官や弁護士らの生の声を聴くことで，

裁判所の繁忙状況や弁護士の実情等をとてもよく把握することができた。
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実情調査の結果は，施策案を検討する上で，大いに参考になると思われる。

（２）今後の予定について

次回以降の検討会は，次の日時に開催されることが確認された。

第３７回 平成２２年 ９月２８日（火）午前１０時から

第３８回 同年１１月１６日（火）午前１０時から

（以 上）


